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フィットネスクラブ利用料補助制度のご案内 
 
 
被保険者の皆様を対象に、生活習慣病予防や健康づくり・体力づくりの一環として、フィ

ットネスクラブの利用料の補助を行います。 
 
 

１．利用対象施設 
  フィットネスクラブ（スポーツクラブ） 
 

（フィットネスクラブの定義） 
    室内プール、トレーニングジム、スタジオなどの運動施設を有し、インストラク 

ター、トレーナーなどの指導員を配置し、会員にスポーツ、体力向上などのトレ 
ーニングの機会を提供する施設 
 施設例：コナミスポーツクラブ、ルネサンス、セントラルスポーツ 等 

 
  ※各種教室は補助の対象外です。各種教室とは、スイミングスクール、テニススクー 

ル、ゴルフスクール、ヨガ教室、体操教室、ボクシングジムなど、主としてスポー 
ツ技能、健康、美容のため、指導者が水泳、ヨガ、体操、武道などを教授することを 
主たる目的とする教室 

 
 

２．補助対象者 
  三谷健康保険組合に加入の被保険者 

※被扶養者、任意継続被保険者およびその被扶養者は対象外 
 
 

３．補助金額 
  年度（4 月～翌 3 月）で上限 3,000 円（税込） 

・申請期間の月(年)会費合計が 3,000 円未満の場合は実費を補助 
  ・月(年)会費以外は補助の対象外(入会金、事務手数料、レンタル代金等) 

 
 

４．補助の条件 
・連続 6 ヶ月以上継続している方（フィットネスクラブの証明が必要） 

  ・利用料金(会費)を月(年)払いとしている方を対象とし、都度払いの方は対象外 
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５．補助金の申請方法 
 （提出書類） 
  ・「フィットネスクラブ利用補助金支給申請書」 
  ・会員証(写) 
  ・支払った会費の領収書(写)（口座振替の場合は連続 6 ヶ月以上支払ったことを確認 

できる書類） 
 

（申請期間） 
 ・補助金の申請は、年度中（4 月～翌 3 月）に 1 回のみとし、連続 6 ヶ月以上継続後 

に申請してください。 
 ・連続 6 ヶ月以上継続した期間の中に、前年度の期間が含まれていても申請は可能で 

す。（ただし、前年度補助した申請期間分は対象外） 
 
 （申請期限） 
   3 月 20 日（期限が休日等の場合は前営業日） ※健保組合必着 
 
 

６．注意事項 
・会費を前払い(年払い)している場合は、連続 6 ヶ月以上継続した期間を経過後、申請し 

てください。 

 ・会費無料月は申請期間に含められません。会費無料月を含まず、連続 6 ヶ月以上継続 
した場合に補助の対象となります。 

 ・休会月は申請期間に含められません。休会月を含まず、連続 6 ヶ月以上継続した場合 
に補助の対象となります。 

 ・当組合を喪失される場合、連続 6 ヶ月以上の継続期間が無い場合は申請できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページの補助金申請例を 

ご確認の上申請してください 
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補 助 金 申 請 例  ※月の網掛けは会費を支払った月 

 

① 標準的な申請例 

 
  ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ … 

 
              → 10 月以降補助申請可 

 
 
 
② 会費を前払い(年払い)している場合 ※前払いの期間 1月分～12月分 

 
  ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ 

 
              → 7 月以降補助申請可 

 
 
 
③ 5 月に入会し、入会月の会費は無料である場合 

 
  ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ … 

 
                 → 12 月以降補助申請可 
 
 
 
 
 
 
④ 休会月がある場合 

 
     N 年度                                       →N+1 年度 

  ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ … 
 
                           → 4 月以降補助申請可 
                                                (N+1 年度の補助対象) 
 
 
 
⑤ 年度の途中で三谷健保の資格を喪失した場合 

 
  ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ … 

 
                → 連続 6 ヶ月継続入会の条件を満たしていないため 

補助申請不可 
 
 
 
⑥ 年度の途中で入会した場合 

 
       N 年度                     →N+1 年度 

   ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ … 
 

               → 4 月以降補助申請可（N+1 年度の補助対象） 
 

(

会
費
無
料) 

 
4 月～9 月の 6 ヶ月継続入会 

 
1 月～6 月の 6 ヶ月継続入会 

 
6 月～11 月の 
6 ヶ月継続入会 

←
休
会
月 

←
休
会
月 

 
10 月～3 月の 6 ヶ月継続入会 

↑ 
9/21 
喪失 

 
4 月～8 月で 5 ヶ月入会 

←
入
会
月 

 
10 月～3 月の 
6 ヶ月継続入会 

(

会
費
支
払) 

←
入
会
月



三谷健康保険組合理事長　殿

下記のとおり申請します。

↓施設で証明を受けてください。なお、施設で所定の様式がある場合はそちらを添付していただくことでも可能です。

上記のうち、 会費無料月 （ ）

休会月 （ ）

上記のとおり、当施設を利用していることを証明します。

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

施設名

≪添付書類≫

１． 会員証（写）

２． 支払った会費の領収書（写）　（口座振替の場合は支払金額の確認できる書類）

≪注意事項≫

１． 補助金額は、年度（４月～翌３月）で上限3,000円（税込）となります。月(年)会費が3,000円未満の場合は実費を補助します。

　※入会金、事務手数料、レンタル代金等の、月（年）会費以外は補助の対象外となります。

２． 補助は、連続６ヶ月以上継続している方が対象となります。（フィットネスクラブの証明が必要）

また、利用料金(会費)を月(年)払いとしている方を対象とし、都度払いの方は対象外となります。

３． 補助金の申請は、年度中に1回のみとし、連続6ヶ月以上継続後に申請してください。

また、毎年度3月20日までの申請書到着をもって締め切ります。（3月20日が休業日の場合は、その前営業日を締切とします。）

４． 会費を前払い(年払い)している場合は、連続6ヶ月以上継続した期間を経過後、申請してください。

５． 会費無料月・休会月は申請期間に含められません。会費無料月・休会月を含まず、連続6ヶ月以上継続した場合に補助の対象となります。

利用期間

被保険者住所
〒　　　　　-

被
保
険
者
記
入
欄

記号 番号被保険者証 被保険者名

〒　　　　　-

TEL
（日中の連絡先）

利
用
施
設

施設名

所在地

TEL

事業所名

ヶ月分）

月会費
（月払いの方）

利
用
料
（
税
込

）
申請期間 　　　　　年　　　　　月分　～　　　　　　　年　　　　　月分（

円 円/月）（

年会費
（年払いの方）

円 　　　　　年　　　　　月分　～　　　　　　　年　　　　　月分期間

出張所

連絡先（内線又は電話番号）

申請期間の
月会費合計金額

普通

当座

※健保組合へ取りに来られる方のみ
※後日ご連絡しますので受け取りに来てください

（
○
を
付
け
て
下
さ
い

）

ﾌﾘｶﾞﾅ

預金
種別

現金希望

銀行

信金

信組

農協

本店

支店

フィットネスクラブ利用補助金支給申請書

※会費を払った期間ではなく、実際に施設を利用した
月を記入してください。

常務理事 担当上司 担当

施
設
記
入
欄

利用者名

　　　　　　　年　　　　　月　～　　　　　　年　　　　　　月

口座名義
（被保険者名義）

口座番号

振込希望

受
取
方
法

健保組合
使用欄

支払日補助金支給決定額

円 令和　　　　年　　　　月　　　　日


